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良好な住環境を保全するために
～みんなでまちを守りましょう～

　建築物を建築する場合には、建築基準法で、用途、構造などいろいろな基準が

定められています。しかし、この法律は建築物の最低限の基準を全国一律に定め

たもので、その地域に応じた住みよい環境づくり、個性あるまちづくりをするた

めには必ずしも十分とはいえません。そこで、良好なまちづくりを行うために、

皆さんの合意によって規制を設けることが法律で認められています。それが建築

協定と地区計画です。

■建築協定…建築基準法で定められた基準に上乗せする形で地域の特性等に基づ

　く一定の制限を皆さんが自ら設け、市が認可します。それをお互いが守ってい

　くことによって、将来にわたって地域の住環境を保全し、魅力ある個性的なま

　ちづくりを進めるための制度です。協定の有効期間を定めることや、協定に参

　加した人達で委員会をつくり、住民により運営することなどが特徴です。これ

　までに市が認可した建築協定は芦屋浜の８区域があります。

■地区計画…地区計画の案は、その地区の特性に応じた内容とするために市とと

　もに皆さんが案をまとめていきます。それら住民の総意が確認できた案を市が

　所定の手続きをとり都市計画決定を行います。そのうち建物の用途や高さなど

　の事項を建築条例としますと、建築基準法の内容に加え、この条例の規定に適

　合しない場合は建築確認を受けられなくなります。地区計画は建築協定とは異

　なり、決定後は市が手続きを行うことが特徴です。現在市内の７地区において

　地区計画を定めていますが、10月１日から若宮町および奥池町の一部を、建築

　条例の適用を受ける地区に追加しました。

問い合わせ　建築指導課　緯38-2114

問い合わせ　都市計画課　緯38-2109

戸籍の様式が変わります
戸籍事務をコンピュータ化

問い合わせ　市民課　緯38-2030

　戸籍は、出生・婚姻など、人の身分関係を記録

したものです。

　「戸籍事務」をコンピュータ化することにより、

名称・用紙・書式などが変更になります。また、

そのことにより、戸籍の請求・検索・発行・交付

までの処理がスピードアップします。

Ｑ１　コンピュータ化されると、戸籍の謄抄本の手数料は変わりますか？

Ａ１　戸籍の謄抄本の名称は変わりますが、手数料は現行の450円のままです。

Ｑ２　戸籍の氏名が漢和辞典にない文字で記載されているのですが、コンピュータ化された

　　場合は、どうなりますか？

Ａ２　漢和辞典にある文字に直して、コンピュータ化することになります。そのため、該当

　　する人には後日、文書でお知らせいたします。

Ｑ３　コンピュータ化されることで、本籍が市外でも芦屋市で戸籍証明が請求できますか？

Ａ３　本籍地が市外の人は、従来どおりそれぞれの本籍地の市区町村で請求してください。

　　コンピュータ化されるのは、本籍地が芦屋市にある人だけです。

Ｑ４　コンピュータ化後の戸籍と従来の戸籍は記載事項に違いがありますか？　また、従来

　　の戸籍の証明が必要な場合は、請求できますか？

Ａ４　従来の戸籍で婚姻や死亡などによって除籍された人は、コンピュータ化後の戸籍には

　　記載されません。また、離婚や離縁など一部の事項についても記載されていない場合が

　　あります。なお、従来の戸籍は平成改製原戸籍として保存しますので、相続手続き等で

　　証明が必要な場合は証明書を発行します。手数料は750円で除籍謄本と同額です。

戸籍のコンピュータ化　Ｑ＆Ａ

戸籍の謄本・抄本の主な変更点
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兵庫県芦屋市高浜町

○○△△番地◇◇
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Ｂ４版横長

Ｂ５版縦長
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兵庫県芦屋市高浜町

○○△△番地の◇◇

※本籍で、現在番地の後に「の」が記載されている場合、「の」が削除されます。

住民異動（住所、世帯の変更）の届出の際に本人確認を行います
　本人になりすました虚偽の届出を未然に防ぐため、住民異動届出時に届出人の本人確認が

できる証明書などの提示をお願いします。

◎本人確認を行う住民異動届　付記転出届を除くすべての住民異動届

◎本  人  確  認  の  対  象  者　住民異動届の届出人（代理人・使者を含む）

◎確　　  認  　    書  　　類　運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・各種健康保

　　　　　　　　　　　　　　険被保険者証・各種年金手帳（証書）等

　10月1日は国勢調査の調査期日です。『調査票の記入のしか

た』をご覧の上、必ず鉛筆またはシャープペンシルでご記入く

ださい(ボールペンは使用できません)。正確な統計のため、調

査票がまだ届いていないときや、ご不明な点については調査員

または下記へお問い合わせください。　調査票は10月10日(月)

までに調査員が回収に伺います。配布封筒に封入して提出する

こともできます。この期間中留守がちなかたは、事前にご連絡

ください。皆さんのご協力をよろしくお願いします。

問い合わせ　総務部総務課国勢調査担当　緯38-2059

小学校入学前健康診断
　平成18年度小学校入学予定者（平成１１年４月２日～12年４月１日生まれ）の保

護者に、就学通知書兼健康診断通知書を送付します。指定された日時に、通知書

と母子手帳を持参の上、指定校で健康診断を受けてください。

●次のいずれかに該当されるかたは、下記へお問い合わせください。

①指定日に都合の悪いかた②住民登録地と居住地が異なるかた③外国籍で市立

小学校に入学を希望するかた④大原町・上宮川町・業平町に居住し、岩園小学校

に入学希望のかた⑤前田町・清水町に居住し、精道小学校に入学希望のかた

【健康診断日】※時間はいずれも午後１時30分から

　精道小学校…10月20日（木）／宮川小学校…10月27日（木）／山手小学校…１１月４日

　（金）／岩園小学校…10月28日（金）／朝日ケ丘小学校…10月20日（木）／潮見小学校

　…10月19日（水）／打出浜小学校…11月10日（木）／浜風小学校…１１月２日（水）

問い合わせ　教育委員会総務課　緯38-2085

市民ギャラリー・ステージ

《10月のギャラリー》　　 会場：市民センター
①多目的ホールＡ　②同Ｂ　③301(302)室

■７日～10日　①第34回アシヤフォトクラブ写
　真展　②趣味のグループ作品展　③第13回仏
　像彫刻作品展　
■12日～15日　①くすのきの家・なかよしクラブ
　ハウス作品展　②「芦遊会」洋画教室　
■13日～15日　③リブリークラブ作品展　
■16日～20日　①②あしやＹＯ倶楽部写真絵画
　作品展　③森茂子スケッチ画グループ作品展
■24日～28日　③第36回芦屋絵画グループ展　
■29日～11月２日　①芦屋手工芸協会展示会　
　②絵画グループおいしいクラブ作品展　③秋
　の盆栽展

《10月のステージ》
会場：ルナ・ホール

■15日(土)午後１時30分～
　「民族舞踊のつどいpart3」
■16日(日)午前10時30分～
　「第23回民謡発表会」
■30日(日)午前10時30分～
　「第33回 芦屋市吟詠剣詩
　舞連盟発表会」

問い合わせ

文化振興財団　緯31-4962

阪神南なぎさ環境フェスタ

阪神なぎさ回廊ウォーク こども海上ウォッチング

■日時　11月13日（日）午前10時受付※

小雨決行　■コース　芦屋・21世紀の

森コース（約１6㎞）　※このほか、尼崎

出発(約６㎞)・西宮出発（約12㎞）あり

■内容　海岸線を中心に尼崎21世紀の

森まで歩きます　■集合　市役所北側

広場　■申し込み　直接集合場所へ

■日時　11月13日（日）午前９時30分～

午後４時(４回に分け実施)※雨天決行

■コース　尼ロック～尼崎･西宮･芦屋

港(船上見学)　■内容　海上から阪神

地域を見学　■対象　小・中学生と保

護者160人　■申し込み　往復はがきで、

21日(金)＜消印有効＞までに下記へ

問い合わせ

阪神南県民局企画調整担当

緯06-4868-5119

問い合わせ

尼崎港管理事務所　緯06-6412-1361

(〒663-0083 尼崎市道意町7-21)

のじぎく兵庫国体リハーサル大会

セーリング競技

■受付日時　10月８日～10日、①午前８時45分～　②11時45分～(10日は①のみ)

■定員　各回100人(小学生以下は保護者同伴)　■内容　海上からの観戦(約１時

間40分)　■申し込み　当日、新西宮ヨットハーバークラブハウス西側受付所で説

明を受け、受付名簿に記入。運航日程・時間につい

ては、レースの進行状況や当日の気象状況等により、

変更または運航中止になる場合があります。

　※「セーリング競技」は、南芦屋浜南護岸でも　

　　ご自由に観戦いただけます。

10月７日(開会式のみ)～10日まで
会場：新西宮ヨットハーバー

セーリング競技観戦観覧艇のご案内

問い合わせ　のじぎく兵庫国体西宮市実行委員会　緯0798-35-3064

用　　紙

地番表示

Ａ４版縦長 

偽造防止用紙

国勢調査
調査票の記入は
お済みですか？


